
議案第74号 

 

読谷村附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

 

読谷村附属機関に関する条例（昭和48年読谷村条例第12号）の一部を次のように

改正する。 

 

別表中 

「 

村長 読谷村農林漁業振興促進

対策協議会 

農業振興地域制度及び農林漁業

構造改善事業、その他農業振興

施策に関すること。 

村長 読谷村人・農地プラン検

討会 

持続可能な農業振興計画（人・

農地プラン）策定に関するこ

と。 

」を 

「 

村長 読谷村農林漁業振興促進

対策協議会 

農業振興地域制度及び農林漁業

構造改善事業、その他農業振興

施策に関すること。 

」に 

改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 令和７年12月９日提出 



読谷村長 石 嶺 傳 實 

 

 


